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労働基準局の内部組織に関する細則
平成30年10月1日適用

厚生労働省組織令（平成12年政令第252号)、厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第1号)、厚生労働省の内部組織に関する訓
令（平成13年厚生労働省訓第1号)、じん肺法（昭和35年法律第30号）及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程（昭和47年労働省令
第46号）に定めるところによるほか、労働基準局の内部組織を次のとおり定め、平成30年10月1日から適用する。

1．組織の名称、数又は定数
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専 門 職

名 称 定数

主査の

定数

専門スタッフ職

名称 定数

総務課

石綿対策室

〔労働保険
審査会
事務室〕

5

<内1＞

1

2

中央労働衛生専門官 1

9

<内2＞

1

4

秘害人事係
人事係
給与・職員係
鯛整係

企画法令係
総務係
(総務第二係）
予算係
(庶務経理係）

企画鯛整係

庶務係
審査第一係
審査第二係
審査第三係

労災保険業
務分析官

1

労働条件政策課

労働条件確保
改善対策室

3

<内1＞

1

(調整官）

労働条件企画専門官
勤務間インターバル専
門官
長時間労働政策調整官

1

<内1＞

１
１

1

6

<内1〉

2

<内1＞

管理係
企画係
(企画鯛整係）
法規係
股定改善係
過労死等防止係

(法規係）
労働条件改善係

監督課

過重労働特別対
策室

4

<内2＞

1

労働監督訟務官
(労働監督訟務官）

社会保険労務士専門官

中央過重労働特別監督
監理官

１
１

<内1＞
1

3

9

2

管理係
企画・法規係
監督係
監察係

技能実習労働条件係
特定分野労働条件
対策係
立替払事業係
社会保険労務士係
自動車労務改善係

過重労働特別監督係
労働時間指導係

労働関係法課 5 労働契約専門官 1 9 管理係
企画係
法規第一係
法規第二係
法規第三係
法規第四係
法規第五係
国際労使関係係
労働契約係

労働法規研
究官

1

賃金課 1 賃金・退職金制度専門
官
賃金政策専門官

１
１

4 政策係
最低賃金係
指導係
賃金・退職金制度係

最低賃金制
度研究官

1



’

凋彊係

企画法令f
予算係
央算係
径理係

調度係
(疾病鯛壷
金係）
碧察係I

I

｜

’

1

I

l
1

1

’

l
l

l

’

’

安全衛生部
計画課

外国安全衛生機関検査
官 Ⅱ ’ 4 1甚譲

5

<内2＞

’

’

労災保険財政
数理室

1

<内1＞

労災保険数理専門官 2 2 料率係
調査係

労働保険徴収謀

労働保険徴収業
務室

3

<内1＞

1

中央労働保険適用
指導官
中央徴収専門官
労働保険事務組合
指導官
中央船舶事業所指導官

情報セキュリティ対策
官

１
１
１
１

1

7

<内3＞

5

<内3＞

総務係
予算係
企画係
(法規係）
業務係
(徴収係）
(適用係）

管理係
業務第一係
(業務第二係）
(システム計画係）
(システム開発係）

主任プログラ
ロマー

2

補償課

職業病認定
対策室

労災保険審理室

2

1

1

中央労災保険特別加入
専門官
中央労災医療監察官
中央社会復帰指導官
労災医療専門官

中央職業病露定調査官

放射線障害補償専門官

労災保険審査専門官
中央労災補償舩務官

１
２
１
１

６
１

４
５

7

<内1〉

3

4

<内2＞

業務係
企画調整係

（企画鬮整第二係）
通勤災害係
医事係
福祉係
二次健康診断等
給付係

職業病潔定業務
第一係
職業病麗定業務
第二係
放射線障害係

審査係
(審査第二係）
訟務係
(訟務第二係）

社会復帰促
進分析官
労災補償訟

務分析官

１
１

労災保険業務腺 5 システム管理鬮整官
情報セキュリティ対策
官

１
１

21

<内5＞

管理係
経理係
企画鯛整係
システム管理係
伝送係
年金業務係
一時金業務係
短期給付係
(債権管理係）
情報システム運用係
レセプト電算システ
ム第二係

年金福祉第一係
年金福祉第二係
支払第二係
システム鯛整係

(システム計画第一
係）
(システム計画第二
係）

開発第一係
レセプト電算システ
ム第一係

(開発第二係）
(システム更改係）

主任プログラ
~マー

3



写

全徽生観閥槙｜

巾央潅塞壱今皿

全翻生騒拐.目

中央鶚働衛牛ロ

(注） 1．併任の官職（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職）を下記の記号で示す。
室 長・・-.--…･･･････････････ 〔 〕
補 佐・･･････…･･････--一･･一･･ ＜内＞
専門官・係長一----..．……･･････…． （ ）＝名称、 ＜内＞＝定数
計 ･･･････--.-.---.------.. ＜内＞

〔機構・団体管
理室〕

2 3

<内1〉
機構調整第一係
(機構鯛整第二係）
団体監理係

安全衛生部
安全課

建設安全対策室

1

1

中央産業安全専門官
(安全衛生機関検査官）

技術審査官
中央産業安全専門官
建股工事安全衛生推進
官

６
１

<内1＞

３
１
１

4

<内2＞

1

業務第一係
(業務第二係）
(業務第三係）
指導係

指導係

安全対策指

導業務分析
官

1

安全衛生部
労働衛生腺

産業保健支援室

治療と仕事の両
立支援室

電離放射線労働
者健康対策室

1

1

2

<内1＞

2

中央じん肺診査医
中央労働衛生専門官

中央労働衛生専門官
職場復帰対策促進専門
官

中央労働衛生専門官

作業計画審査官
健康疫学専門官
中央放射線管理専門官

１
２

１
１

2

１
１
１

3

<内1＞

1

1

<内1＞

3

業務第一係
業務第二係
(業務第三係）

産業保健係

(両立支援係）

企画係
指導係
健康対策係

職業性疾病
分析官

1

安全衛生部
化学物質対策謀

化学物質評価室

環境改善室

1

1

1

有害性鯛査機関査察官
中央産業安全専門官
中央労働衛生専門官

化学物質情報管理官
化学物質審査専門官

中央労働衛生専門官

１
１
２

１
１

1

1

2

2

業務係

評価係
審査係

環境改善係
測定技術係

化学物質国
際動向分析

官

1

計 60

<内10＞

82

<内5＞

130

<内24＞

5 1 8
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課長補佐等 係等の名称 所拳事務

【総務課

課長補佐 秘書人事係 1．局長秘番に関すること。

2.局内職員の人事･給与に関すること。
3.服務及び福利厚生に関すること。

課長補佐 人事係

給与･職員係

1.労働基準局職員･地方職員(監督官)の人事･懲戒及び分限に関すること(大臣官房地方腺所掌
分を除く｡)。
2.労働基華局職員の叙位､叙勲に関すること．

1.局内職員の昇格･定数に関すること。

2.局内職員及び地方職員の研修(労働基準局関係)に関すること。

課長補佐(併） 鯛整係

企画法令係

1.国会の情報収集及び取りまとめに関すること。
2.局の所掌に係る事務一般の調整に関すること(他の所掌に属するものを除く｡）。

1.局所掌法令に属するものの制定､改廃及び解釈に係る事務(他の所掌に属するものを除く｡)に
関する手上。
2.行政評価･監視に関すること。
3.局の所挙に係る施策の企両寸毒に関すること．

謀長補佐 総務係

総務第二係(併）

１
’
１
２

壁七一画へのロ…ヱプ官一再、テロ璽一些垂－1▲′=且一毛一声Q2当÷…＝琴〃L÷_pへ少 、

広報に係る連絡鯛整に関すること。
旧所管の公益法人の監理に関すること。

課長補佐 予算係
庶務経理係(併）

１
’
１
２

局内の予算編成､執行及び配賦等に関すること。

課の所掌に係る庶務一般に関する二と
局内(一般会計)の経理に関すること。

。

け災保険業務分析官
ー一一－

凰 づ：皆､労災率案に係る裁判所における事実潔定のとらえ方､労働

保険審査会における再審査鯖求事案の事実箆定の評価方法等及び賭外国における労災保険に
係る鯛査手法等についての情報の収集､分析等を行うことにより､再審査舗求事案等の処理の迅
速化･適正化のための支援を行うこと”

石綿弗

薑長補1
策室】

崖 令爾径用睡俸 1－局の所盆に係馬右鎮に函寺島対密の令両乃7K鯛鍾に魍寺系アレー

労働偶 険審査会事務室】

萱長補佐 庶務係 1.室の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.室の予算及び経理等に関すること。

室長補佐

’
審査第一

審査第二

錆＝牽一

系

系
系

１
’
１
－
１

労災保険の再審査事務(第一合鍵体関係)に関すること。
労災保険の再審査事務(第二合鰹体関係)に関すること。
‐画喧…、回…ハェュ，士へ奉一圭寺圭、一F卸空テーロ‐

【労働条件政策課】

課長補佐 管理係

企画係

企画圏整係(併）

1.媒の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.謀の予算及び経理等に関すること。
1 謀の所掌に係る事務一般に関する企画及び鯛整に関すること。

1 媒の所掌に係る施策に関する企画立案等に関すること。

操長補佐(併) I

2長補佐
’
法規係

設定改善係

過労死等防止係

１
’
１
’
１

媒の所掌に係る法令の制定､改廃及び施行に関すること。

労働時間等設定改善の推進に関すること。

過労死等防止対策推進法の施行等に関すること。

3整官(併） 1 労働時間対東のうち、特定悪項に関するｲ慣画及び鯛整に関すること。
巳“桑僻へ雷電EB告

1 労働時間法制に関する施策の企画･立案等に関すること(他の所掌に属するものを除く)。

b務間インターバル覇 門官 1 勤務間インターバル制度の事例研究､普及促進に関すること。
玉吟健回鑑峰毒唾露唾' 苛

睾ー

室

1 建設事業、自動車運転事業等､業種別の労働時間対策に関すること。

労働条件確保改善弁 I

置長補佐 法規係(併）

労働条件改善係

1.室の所拳に係る法令の制定､改廃及び施行にI すること。

1.室の所掌に係る事務一般に関する企画及び立案に関すること。
2．自動車運転者､外国人労働者､技能実習生対策及び派遣労働者対策等の労働条件の確保．
改善が特に必要な分野に係る企画立案に関すること。

【監督課】

課長補佐(併） 管理係 1.課の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.課の予算及び経理等に関すること。

課長補佐 企画･法規係 １
２
課の所掌に係る事務一般に関する企画及び鯛整等に関すること。
法令の制定､改廃及び解釈に関すること。

課長補佐(併） 監督係

技能実習労働条件
係

１
２
監
藍
宮の権限行使に関すること。
業務の計画諏営に関すること。

1
■一■

1.技能実習生等外国人労働者の労働条件確保対策等の実施に関すること。

R長補佐 侍定分野労働条件
対策係

立替払事業係
朴今保陰鶚藩士係

自動車労務改善係

1.非正規労働者(派遣労働者､有期契約労働者等)、介穫労働者等の特定分野における労働条
件確保対蹟等の実施に関すること。

1.未払賃金立替払率業に関すること。

1.社会保険労務士法の施行､賦験の実施に関すること。

1．自動車運転者対策の実施に関すること。
４
７

鼻
７

助監督訟務官

助監督訟務官(併）
1.行政不服審査､行政事件脈舩及び国家賠償舗求翫舩に関すること。

上会保険労務士専門官 1．民間紛争解決機関の審査･指定･監督､社会保険労務士の懲戒処分等に関すること。

過重労働特別対策室】

苣長補佐

I
過
係

重労働特別監督

_心聖芦､-一陣画坐?竺”

1.過重労働による健康障害防止対策等の実施に関すること。

1.長時間労働の抑｛ 'のための対策等の実施に関すること
市市旦星壼辞峰睦ロ加竪癖…函壱 1.過重労働対策にI §する企画立案に関すること．

【労働関係法課】

課長補佐 管理係 1.課の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.謀の予算及び経理等に関すること。



◇

課長補佐等 係等の名称 所掌事務

課長補佐 企画係

法規第一係

1.課の所掌に係る率務一般に関する企画及び調整等に関すること。
2.労働関係の鯛整に関する政策の企画及び立案並びに評価に関すること(他の係の所掌に属
するもの除く)。
3-餓方における労働関係に閲する行政等に関すること‐

1.課の所掌に係る法令の制定及び改廃に関すること。
2.公務員等の労働関係に関すること(政策統括官(総合政策担当)の所掌に属するものを除く)。
3.行政執行法人の労働関係に関する法律及び地方公営企業等の労働関係に関する法律の施
行に闇すること(政策統括官(総合政策担当)の所鐵に属するものを除く)。

課長補佐､ 法規第二係

法規第三係

1．万”組合医、万画囲味鯛垂症及び壼煙”鄙に汗フガ画美派ｿの尹蕊権寺Iら閑~ワo彦俸”犯1丁6と

関すること(政策統括官(総合政策担当)及び他の係の所掌に属するものを除く)。
2.特殊法人の労働関係に関すること(政策統括官(総合政策担当)の所掌に属するものを除く)。
3.労使関係法研究会の庶務に関すること．

１
２
３

企業組織の再編に伴う労使関係に関すること。
労使関係に関する法制の検討に関すること。
蹴気率塞蚤び石炭鉱蘂における争議行為の方法の規制に関する法律の施行に関すること。

課長補佐 法規第四係

法規第五係

1.課の所掌事務に係る国際労働機関の条約等に関すること。
2.外国の労働関係法制に関すること。
3.民間の労働関係に関する資料の収集及び整理に関すること(政策統括官(総合政策担当)の
所鍾Iこ唾するものを除く)。

1.持株会社等の労使関係に関すること。
2-労働者参加問題に関する畜料の収輿及び整理に関すること。

課長補佐 国際労使関係係
労働契約係

１
’
１

多国籍企業及び外箇
二璽竺罰＆偽り一旛秀…末

系企業の労働問題に関すること。

､企画及び翻整に関すること。

労働契約専門官 １
２
労働契約法等の民事ルールの効果的な普及啓発に係る企画立案等に関すること。
労働契約の実態に係る調査研究に関すること。

労働法規研究官
弓 一一

▲oノJ函吟…1ｰ函一、 D~Jｰご＝マロ 3戸辺・李～…＝…ロー＝一、W屯一、可ログ図マニロ寺〆ーｰU一一〆、ｰ一一画

僧勢の変化に応じた築団的労使関係の構蕊のための政策の企画､立案等の支援を行うこと。

【賃金課】

諜長補佐 政策係

繍侭昏今橇

指導係
賃金･退職金制度係

１
２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１

賃金の基準(最低賃金を含む)に係る施策の企画立案に関すること。
曾金に関する法令の制定､改廃及び施行等に関すること。
課の所拳に係る統計鯛査の実施､分析及び連絡調整に関すること。

最低賛金制の運用に関すること。 ．

賃金･退睡金制度に関する企画､立案及び退職手当の保全措置等に関すること。

賃金･退職金制度専門官 １
２
賃金･退職金制度に関する企画立案に関すること。
司り一捧垂日、”“阿同Lへ竺壺錘壼轌睦、宇隣亜一聖一之－し

賃金政策専門官 1．中小企業･小規模率業者への生産性向上の支援を含む賃金政策の企画･立案･運営に関する
テルへ

最低賃金制度研究官 1.生活保醗制度との整合性が求められ､計画的な乖離是正が行われるとともに､中長期的な引き
上げに取り組んでいる最低賃金制度に関し､諸外国の状況､セーフティﾈｯﾄとしての関連施策等
の状況やそれらとの整合性､賃金額決定に当たって使用する統計指標の活用方法等について高
度の専門的な知餓経験に基づく､溺査､研究､情報の分析等を行うことにより､最低賃金を取り巻
く状況に即応した政策の企画･立案等のための支援を行うこと。

【労災管理課】

課長補佐 管理係

総務係

1.腺の所掌に係る庶務一般に関すること。

１
２
労災補償事務に係る組織及び定員に関すること。
労災勘定の人件費等に関すること。

課長補佐 鯛整係

主査

企画法令係

１
２
労災補償事務に係る情報収集及び取りまとめに関すること。
労災補償事務一般の鯛整に関すること(他の所掌に属するものを除く）

1
へ＝…＝犀杢＝寺蚕華ハ ー和÷_〃L程一旦=プ

1.労働者災害補償保険制度に係る法令の制定､改廃及び解釈に係る事務(他の所蟻に属するも
のを除く)に関すること。
2.労災補償事務に係る施策の企両古宝に関すること。

諜長補佐 予算係
決算係

１
’
２

労災勘定に係る予算の編成､執行及び配賦等に関すること。
労災勘定に係る歳入歳出及び決算に関すること。

課長補佐 経理係

調度係

１
２
’
１
２

労災勘定の支出負担行為及び契約等に関すること。
蜑泌鐵壼の寺隅に函寺島戸ルー

労災勘定の債権管理及び徴収に関すること。
＝ごff…一一坐画壷一色＝÷一ユーー妹…鋒、一睡画一一－b

課長補佐(併） 監察係

疾病調査研究補助
金係(併）

１
２
監察計画樹立の補助に関すること。
監察実施事務の補助及び監察記録の整備保存に関すること。

1.労災疾病臨床調査研究等補助金事業の実施に関すること。

【鶚鯉俣吟財麓教理宝

室長補佐(併） 料率係

鯛査係
1．労災保険率､特別加入‘

1.労災保険財政の分析及

&険料率の算定及び

Ⅸ見通しの作成並び

食討等に関すること。

こ必要な事項についての鯛査に関すること。
労災 呆険数理専P1 官 1．労災保険数理一般､メリット制度及び各種調詔 Eの計画等に関すること。

【労個 l保険徴収燦

課長補佐 総務係

予算係

1.腺の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.徴収勘定の支出負担行為及び契約等に関すること。
1 徴収勘定に係る予算の編成､執行及び配賦等に関すること。

課長補佐 企画懐

法規係(併）

１
’
１

曄の廊率に舜つ學鋳一鮫に関ずつ企頂I及び銅霊fこ闇すつ二と。

法令の制定､改廃及び解釈に関すること。

課長補佐(併） 業務係
徴収係(併）

適用係(併）

１
’
１
’
１

労働保険の適用徴収等に関する業務指導の総括及び統計等に 週するアレ今
蜑繊俣醗の溌加姉7Kに識的勘定IF姪孟鐸入鐸出乃7K湊童に函十墨戸ルー

労働保険の適用に関すること。

中央労働保険適用指導官 1.労働保険の未手続事業に係る鯛査分析､加入促進に関する企画及び業務指導､関係機関と
の連絡鯛整等に関すること。

中央徴収専門官 1遥鋤狸聡の纈的鑑鋪〃L今竺"､重日日餉誌鐇餉か鱈遁lァ 葵 するrシ雪

労働保険事務組合指導官 1.労働保険事務組合の育成､指導に関すること(船員法の船員に係る労働保険事務組合に関す
ることを除く．）．
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課長補佐等 係等の名称 所掌事務

中央船舶事業所指導官 1.船員法の船員に係る労働保険の徴収等に関する周知広報及び業務指導､関係機関との連絡
鯛轄に関するFルー
2.船員法の船員に係る労働保険事務組合の育成､指導に関すること

【労働 保険徴収業務室】

室長補佐 管理係

業務第一係

業務第二係(併) I

翠
蜘
テム計画係

’
４
１1

システム開発係(併）

主任プログラマー

1.室の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.室の予算及び経理等に関すること。
1 システム股計､機械処理､業務指導及び研修等に関すること。

1 プログラムの作歳乃7R偲唇lア魍寺スーレ

（
次期労働保険適用徴収システムの更改計画の策定等に係る企画及び連絡調整に関すること
グステム開発係に属するものを除く.）。

1.労働保険適用徴収システムに係るシステムの設計･開発及び調整に関すること(他の係の所掌
に属するものを除く｡）。

1.システムの評価､改善､プログラムの企画及び調整に関すること。

情報セキユリティ対策官 1．労働保険滴用徴収システムの情報セキュリティ対策の介画･立塞･調轄歴ぴ研修篝に鴎するこ

I補償課

課長補佐 業務係

企画鯛遥拝

令両鯛整第二係

通勤災害係

1.休業(補償)給付､障害(補償)給付､遺族鯆償)給付､葬祭料嘩祭給付)､傷病(補償)年金及び
介護輪償)給付等に関すること。
2.課の所拳に係る庶務一般に関すること”

1.課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること(企画鯛整第二係の所掌に属す
るものを除く｡）。
の串《“塗峰周回歴垂へ命唾垂面へ峰レー、衝÷乏一L

1 課の所蟻のうち東日本大霞災に係る事務に関する企画産び調整に関すること。

１
２
通勤災害等に関すること。
特別加入に関すること。

課長補佐 医事係

福祉係

二次健康診断等給
付係

1 療養鯆償)給付､診療費の審査制度及び指定医制度等に関すること。
1 社会復帰促進等事業に関すること。

1.二次健康診断等の給付に関すること。

中央労災保険特別加入専門官 1 特別加入制度の周知広報に関する企画･立案､その他専門的事項に関すること。

中央労災医療監察官 １
２
療養(補償)給付等の適正事務についての地方監察官等への指導等に関すること。
労災補償の運用の見直し等に係る事務で専門的事項に関すること。

中中朴今横幅指道官 1
錘《“準縄塞柄蜂今電“命J厘準lラヘ1.、一命4幽七軍国間阿鍾露昌へハ迄当肯竺I宇回回÷ヱーレ

労災医療専門官 1 労災医療に要する餐用の算定基準の策定､その他労災医療に関する事務で専門的亟項に 謁

社会復帰促進分析官 被災労働者の社会復帰の促進のため､精神障害等の症状軽快者又は治ゆ者に係る競労上の
問題点や業種別の事業主側の症状軽快者等の就労に係る問題点等の鯛査､検証､分析等を行う
ことにより､効果的な職場復帰促進のための施策の企画･立案のための支援を行うこと。

労災補償舩務分析官 労災保険給付に関する行政事件翫舩について､判決における事業主の無過失損害賠償責任と
しての業務起因性の考え方や争点別の判断ポイント等の検証･分析等を行うことにより､各種疾病
等に対する的確な主狼･立証を行うための手法の確立のための支援を行うこと。

【職業病認定対策室】

室長補佐 職業病麗定業務第
一係

職業病寵定業務第
二係

放射線障害係

1.負傷に起因する疾病等に係る認定基準の策定､改廃並びにりん伺事案等の取扱いに関するこ
と a

盛
ん
１
り
r体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病等に係る認定基準の策定､改廃並びに
司事案等の取扱いに関すること。

1.趣離放射線による疾病に係る駆定基準の策定･改廃､医学的知見の収集及びりん伺・協磯等
密案の取扱いに関すること。

中央職業病隠定調査官 1.業務上疾病に係る認定､その他補償に関する事務で専門的知織を必要とする事項についての
闘査等に関すること。

放射線瞳雲補倦専門官 1.愈離放射線による疾病に係る業務上外の判断､専門検討会の運営等に関すること。

I労災保険審理室】

室長補佐 》

審査弟二‘ 系（ ヅ ツ

訟務係

舩務露二係(併）

▲･刀 璽不匪査 匹■ 云vジ電 且ヱ 亨奉奇Iｰ症
莞
。 -るこルー

1.労働保険審査会との連絡調整に関するFルー

1.労災補償関係の瞬舩に係る事務に関すること(訟務第二係の所掌に属するものを除く｡)。

1．労災補償関係の解舩に係る事務に関すること(訟務係の所拳に属するものを除く。）。

労災保険審査専門官

一一＝一■寺一一一一一京F 屯ー？

1．労働保険審査会の審査事案に関する事務で専門的事項に関すること。
■ ‐ ■ ▲且”〃〃〃■＝‐一弐一全 ＝』 ロ

【労災保険業務謀】

1．労災補償及び労災保険に係る争訟に関する事務等．

課長補佐 管理係

経理係

企画調整係

1.腺の所掌に係る庶務一般に関すること。
2.腺の予算の編成及び実行計画に関すること。

1.課内の経理に関すること。

1.課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。

課長補佐 システム管理係

伝送係

1.システムの運用計画･管理等に関すること。

1.システムハードウェア基盤(地方局署のLANを含む｡)に係る運用･保守･整備等に関すること。

年金業務係 1.年金給付､労災就学等援護費､労災援護給付金の支給に係る業務の企画調整並びに関連部
局との連絡鬮整に関すること。

一時金業務係 1.一時金給付､葬祭料(給付)､介護(補償)給付及び義肢等補装具費の支給に係る業務の企画
鯛整並びに関連部局との連絡鯛整に関すること。

短期給付係 1.短期給付一元管理システム等の機械処理に係る業務分析･プログラム改修等に関すること。
2.療養(補償)給付の療養の費用､休業(補償)給付､アフターケア通院費の支給に係る業務の
企画鯛整並びに関連部局との連絡鯛整に関すること。

債権管理係(併） 1.労災保険給付に係る債権管理に関すること。
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謀長補佐等 係等の名称 所拳事務

情報
係

システム運用

レセプト電算システ

ﾑ第二係

年金福祉第一係

年金福祉第二係

1.労働基準行政システムの運用に関すること。
2.労災保険給付に係る機械処理決算業務に関すること。
3.労災保険給付に係る給付統計等に関すること。

1.労災レセプトのオンライン請求に係る普及促進等に関すること。

1.年金給付等の受給者の相談･支援に係る業務委能･鯛査研究及び資料分析に関すること(他
の係の所掌に属するものを除く｡)。

1.労災特別介護施股の設置に係る企画､計画の実施及び連絡鯛整等に関すること。

腺長補佐 支払第二係

システム鯛整係

システム計画第一
係(併）

システム計画第二
係(併）

1.支払関係ﾘｽﾄ等の整備及び保管等に関すること。

1.労災行政情報管理システム及び労働基翠行政情報システムの連携､鯛整に関すること。

1.労働基準行政システム(労災･オンレセ･共通番号制度分)に係るシステム改修の予算要求､鯛
達等に関すること。

1.労働基準行政システム(監督･安衛分)に係るシステム改修の予算要求､調達等に関すること。

謀長補佐 開発第一係

レセプト電算システ
ﾑ第一係

開発第二係(併）

システム更改係
(併｝

1.労働基準行政システム(労災･オンレセ･共通番号制度分)に係るシステム改修の開発等に関
寺島Fルー

1.労災レセプト電算処理システムの運用に関すること。

1.労働基準行政システム(監督･安衛分)に係るシステム改修の開発等に関すること。

1.システムのハードウェア更改等に関すること。 ‘

システム管理鯛整官 1.労働基準行政システムの開発業務の統括に関すること。

情報セキュリティ対策官 1.労働基準行政システムの情報セキュリティ対策の企画･立案･鯛整及び研修等に関すること。

主任プログラマー 1.システムの評価､改善､プログラムの企画及び鯛整に関すること。

生部》

県長補佐 管理係 1.部の所掌に係る庶務一般に関すること。
2-部の予麓及び経理等に関すること‐

諜長補佐 法規係 1 法令の制定､改廃及び施行に関すること向

諜長補佐(併） 企画係 1 部の所雄に係る施策の企画立案等に関すること。
唖面…隼′畔、

腺長補佐 調整係

1 部の所堂に係る事務一般に関する介両及び鯛整に関すること。

1.安全衛生に係る研究(独立行政法人労働者健康安全擬構･厚生労働科学研究)及び安全衛
生に係る国際関係業務に関する調整等に関すること。

酉一一八一“ ■ごﾛ．,■F■八一一

一
一 安全衛牛憾悶桧在官

茸 1 1
＝ 劃－，－＝一二＝手

』．グト四WとBTf土~ヲつ：

1．響録製造時：
ト
ｐ
ｒ

嘩魯働卜全一珪埜々皇二名空ニョ■壁一等壷酔毎睦へ…当り一匹璽一型や垂－1－

査機関等の業務監督等の指導に関すること。
一一r面▼ー■"ーローロタロ

ーヘ錘生鐙1垂一安全衛生訟務官

ー ■ ■

1.安全衛生に る 国家賠償舗求訴訟等訟務に関すること。

災害防止特別対策指導官 1．重大災害を』 りう Zす企業への考働災害防止対策に関すること。

【機構･団体管理室】

課長補佐 機構調整第一係

機構調整第二係
(併）

1．独立行政法人労働者健康安全機撰が行う業務の指導及び連絡鯛整に関すること。

1.独立行政法人労働者健康安全機構が行う労災病院の再編業務の指導及び鯛整に関するこ
と‐

課長補佐 団体監理係 1.労災防止団体の監督､定款の認可及び補助金の交付に関すること。
2労働甕全衛生コンサルタント関係塞雅に閏することハ

【安全隈】

腺長補佐 業務第一係

業務第二係(併）
業務第三係(併）
指導係

1.陳の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。
2膜の予鐘･組織に関すること‐

1 一殿權械(プレス機械一木工機械を除く)関係災害等の防止及び事後措置に関すること。

1 愈気災奏一陸上衡物取扱糞及び交通諏輸業関係災害等の防止及び事後措置に関すること。

1 派摘鶚働者の審全対篭に閨するごルー

安全衛生機関検査官(併） 1 饗録型浩時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること。

安全対策指導業務分析官 労働災害防止対策の分野において､既存の対策の現況を把握し､その効果を検証するととも
に､リスクアセスメントに係る専門的･技術的な指導等の好事例の収集､分析､評価等を行うことに
より､既存の対策を効果的･効率的に実施するための改善策等を助言･提言するとともに､新たな
坐睦一へ＝一一一一ユー圭錘÷_＝ニーロー

【建股安全対策室】
室長補佐 指導係 1.建股業I

P■

■■■ ける労働災害防止に関すること侭

支術審査官 1,建股工］ 略
ローーーへ…f日ロー崖幸一去娃D－Fnn ラー､今

歌醗工恋委全衛牛椎准官 1.建股職， し。 §本法の施行篝に関すること‐

労働衛生課】

巣長補佐 業務第一係

業務第二係

業務第三係(併）

1.課の所掌に係る庶務一般に関すること。
2－畷の予鐘･組織に関すること‐

1 課の所蟻に係る事珊 5一般に関する企両避び鯛整に関すること。

１
２
事務所衛生基準に関すること。
釣額猷1璽閉lア挫局緯康晴毒のR古卜lア闇寺スーレイ鍾雛坊“鐺lア函寺スポ､の毒隆ぐ‐）‐

篭業性疾病分析官 1.職業性疾病等について､高度の専門的な知職経験に基づく鯛査､研究､情報の分析等を行う
P少に上り‐睡塞件疾病対篭篝の令画･立毒のための安穏毒行うこと‐

産業保健支援室】
旨長補佐
鷺場復帰対策促進専 呵官

産業保健係 1－窓鑿者が行う労働者の健康の保持増進を図ろため必要な措瞳の支援等に関すること。

1．メンタルフ竜鯛が理由で休鑿した鶚働若の職場復帰支揺に関すること

【治療と仕事の両立支援室】
室長補佐 両立支援係(併） 1.労働者が継続的な雇用関係の下に傷病の治療を容易にするための施策の企画及び立案に関

すること‐

室

l遜離ノ

I佐(併）
”症雪一…＝極睡諏函＝ロ
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l

守

所掌事務係等の名称課長補佐等

長 企画係 1鰯 肘線障防止対 1－ る企及び立L関ること
1趣 射線障防止対L る L ること

室長佐 健対係 1 作従事者の 的健 理等L ること
1 鰯島一原Lおける急 事者Lる学研究の施L ること

挫

央射 理門～ 1 電一島一原発Lおける射 事 の健康理対 1－ ること
1 の 1 査ぴ ぱ え L ること

上

腺長補佐 1課の所掌1-係る事務一般I上関する企画及び鯛整1-関すること
且に ること

有害性關査機関売察官 何 Iとる賦験施 1－対する適合 査察及び査 の計母

室長

業務係 1.腺の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。
2.謀の予算･組織に関すること。

腺長補佐

に度

化学物質管理の分野において､欧米諸国や新興国の新たな法整備や様々な取組みの的確な
9握・分析を行うことにより､我が国の化学物質管理に係る施策の企画･立案のための支援を行う

化学物質国際動向分析官

上芋物評価室
室士補佐 1 上学物により働上害力生ずるおそれの価等にすること

席 】鰯規化学物質の審査零'‐関すること(化学物質審査専門官の『

上学物 報理一 ■■■■■■■■■1 上学物の有害性翻査及び報収等1-関する二と

■■■■]軍規化学物質の審査(画度の健康障霄を労鋤者に生ずるおそ
化学物質審査専門官

止のための の る

lr~唾r壷~重］■■■■■■■■■■■■■■■■■
室長補佐 環改係 1 物1－る作 の工鐸な 等L1すること

測定技術係 1有害物L係る作業環境測定蕊準の指導等1-関すること

室長補佐
1.新規化学物質の審査等に関すること(化学物質審査専門官の所

1.新規化学物質の審査(重度の健康障害を労働者に生ずるおそれ化学物質審査専門官

長補佐

掌に属するものを除く｡)。

のあるものに限る)､名称の付
与と公表及び健康障害防止のための指針の策定等に関すること。
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3．再任用短時間勤務官職の職名、定数等

課等の名称 職名 定数 所掌事務

総務課 労働保険専門調査官

研修専門官

5

1

厚生労働省組織規則第30条第4項で定めると

おり

1.労働基準局職員の研修に関すること

監督課 労働監督訟務官

立替払事業専門官

1

1

｢2.事務分担表」で定めるとおり

未払賃金立替払事業に係る審査請求及び不正

受給に関すること

賃金課 中央賃金指導官 1 ｢2.事務分担表」で定めるとおり

労災管理課 中央労災補償監察官 3 厚生労働省組織規則第32条第4項で定めると

おり

補償課職業病認定

対策室

中央職業病認定調査官 3 ｢2.事務分担表」で定めるとおり

補償課労災保険審

理室

労災保険審査専門官

中央労災補償訟務官

4

1

｢2.事務分担表」で定めるとおり

｢2.事務分担表」で定めるとおり

労災保険業務課 労災システム管理専門

官

1 1.労災行政情報管理システムの運用に関する

こと

安全衛生部化学物

質対策課環境改善

室

中央労働衛生専門官 1 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第3

条第2項で定めるとおり

計 22


